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労働安全衛生規則の改正に伴い、職場での熱

中症対策が強化されています。特に７月は１年

の中で熱中症による死亡者数が最も目立つ時期

です。

１．義務化の基準（対策が必要な環境）
WBGT（暑さ指数）２８度以上、または気温３１度以上

上記環境下で、連続１時間以上、または１日４時間超の作業が見込まれる場合

２．事業所で取り組むべき３つのステップ
⑴ 報告体制の整備：体調不良者を早期に「見つける」仕組みづくり

⑵ 実施手順の作成：異変を感じた際の「判断・対処」ルールの策定

⑶ 関係者への周知：管理者だけでなく、全ドライバー・作業員への教育

３．助成金の活用（労働災害防止にかかる設備等導入促進助成金事業）
協会では熱中症対策にかかるワークウェア（ファン付きウェアなど）のほか送風機能付き座

席用クッションやウォーターサーバーの水も追加されていますので詳しくはお問い合わせくだ

さい。

交通安全ニュース

職場における熱中症対策の徹底

夏の交通安全県民運動の実施

重点１ 横断歩道利用者ファースト運動の推進

などによる歩行者の安全の確保

重点２ 自転車・特定小型原動機付自転車（電

動キックボードなどの小型モビリティ）

の交通ルールの理解・遵守の徹底

重点３ 飲酒運転・ながらスマホ等の危険運転

の根絶

法改正（令和６年国土交通省令第９０号）により、

２０２５年（令和７年）４月から貨物軽自動車運

送事業者も同規則の適用対象（報告義務の対象）に加わりました。

軽トラックの酒気帯び・衝突事故
令和８年６月１３日（土）午前７時３０分頃、東京都北区の交差点において、軽トラックが第二車

線から当該交差点を左折しようとしたところ、第一車線を走行してきたオートバイと衝突した。

この事故により、オートバイの運転手が死亡した。

なお、事故後の警察の取り調べにより、軽トラックの運転手が飲酒運転で逮捕された。
※国土交通省メールマガジン「事業用自動車安全通信」第867号（R8.6.19）より抜粋

貨物軽自動車の事故報告


